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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 
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 (ISO/IEC 19770-6：2024) 

情報技術－IT アセットマネジメント－ 
第 6 部：ハードウェア識別タグ 

Information technology－IT asset management－ 
Part 6: Hardware identification tag 

 
序文 

この規格は，2024 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 19770-6 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本産業規格である。 

0.1 概要 

IT アセットマネジメントのための JIS X 0164 規格群は，ソフトウェア，ハードウェア，及び関連する IT
アセットを管理するためのプロセス及びテクノロジの両方を対象としている。今日の世界のほとんど全て

の活動にとって IT は欠かせない要素である。そのため，JIS X 0164 規格群は，全ての IT 機能に密接に統

合されている。ハードウェア識別（HWID）タグは，財務又はコンプライアンスに焦点を当てた，ITAM プ

ロセスの適用範囲外の他の管理機能を支援する能力をもつ。技術の見方からは，情報構造の ITAM 規格は，

ソフトウェア及びハードウェアの管理データの相互運用性と，ソフトウェアの管理とハードウェアの認証

とにおけるより効果的なセキュリティなど，多くの関連する便益の基礎となるものを提供する。情報構造

のための ITAM 規格は，ソフトウェア認証の改善，並びにハードウェア自動検出及び軽減のような，IT 機

能の大幅な自動化を容易にする。 

0.2 この規格の目的 

この規格は，HWID タグの日本産業規格である。ハードウェア識別タグは，ハードウェア製品に関する

ハードウェア識別情報，及び／又は複数のハードウェア製品のシステム構成を含む標準化されたデータ構

造であり，新しい自動化された管理機能をサポートする。ハードウェア識別タグ構造で提供される製品情

報は，多くの場合 XML データファイルで提供されるが，管理されるコンピュータデバイスによっては，

同じ HWID タグ製品情報に他の方法でアクセスできる場合もある。 

HWID タグは，HWID タグ製作者（例えば，ハードウェアの開発及び配布を行うハードウェア製造業者）

によって作成される。HWID タグデータは，HWID タグ利用者によって利用される。例えば，様々な目的

のために物理デバイス又は仮想デバイスから情報を収集するインベントリツール又はサービスである。 

この規格は，在庫管理，構成管理，ハードウェアセキュリティ又はロジスティクスを目的として，ハー

ドウェア識別タグの使用及びそれらのタグを利用するアプリケーションを通じて，IT プロセスの自動化を

促進することを目的に開発された。この規格には，人間の理解を容易にする情報（機種及びバージョン名

のような）が含まれているが，専門家又は汎用ツールに組み込まれている自動化機能を使用せずに，ハー

ドウェア識別タグの作成，管理及び利用を期待することは非現実的である。そのような機能が，専門的な

商用製品，オープンソース型製品，又はプラットフォーム自体によってどの程度提供されるかは，今後の
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市場の発展に応じて変化する。 

この規格は，JIS X 0164-1 で定義されている IT アセットマネジメントプロセスをサポートする。この規

格は，JIS X 0164-2，JIS X 0164-3，JIS X 0164-4，及び JIS X 0164-5 を含む JIS X 0164 規格群の他のパー

トとも連携して動作するようにも設計されている。これらのパートは，ソフトウェア識別，権利，資源利

用測定及び概要・用語に関する日本産業規格である。 

この規格は，IT ハードウェアの管理を容易にするために，共通の用語集及び関連する転送フォーマット

を提供する。期待される便益には，所有権の証明の容易化，アセットマネジメントの改善及びセキュリテ

ィの改善が含まれる。 

さらに，ハードウェアの構成要素を記述するための標準をもつことの追加の便益は，業界による異なる

種類のハードウェアの名称，及び詳細の標準化を促進することである。共通の辞書は，標準化と用語の共

通理解にとって重要である。この規格における用語は，今後その辞書の一部を形成することが望ましい。 

ハードウェア識別タグは，ハードウェアの開発，製造，配布，展開，導入，及び進行中の管理に関与す

る全ての利害関係者に便益をもたらすことが可能である。ハードウェア識別タグに関連する主な便益は，

次のとおりである。 

a) インベントリ管理，構成管理，ハードウェアセキュリティ，又はロジスティクス若しくは依存関係の

仕様といったあらゆる目的のために管理する必要があるハードウェア製品を，一貫してかつ信頼性を

もって識別する機能。ハードウェア識別タグは，他の従来のハードウェア識別技法よりも正確な識別

をサポートするために必要なメタデータを提供する。 

b) ハードウェア製品のグループを，個々のハードウェア製品（例えば，単一のシステム内コンポーネン

ト及びモジュール）と同じ方法で識別する機能。したがって，ハードウェア製品のグループ全体を，

個々の製品と同じ柔軟性をもつシステムとして管理することが可能になる。 

c) インストールされたハードウェアを，修復インストール，構成の問題，メンテナンス契約，ぜい弱性

などの他の情報と自動的に関連付ける機能。 

d) 異なるハードウェア製造業者間，異なるハードウェアプラットフォーム間，異なる IT 管理ツール間，

ハードウェア製造内，及び HWID タグ製作者と HWID タグ利用者との間の，ハードウェア識別の相互

運用性を促進する機能。 

e) ハードウェア識別タグ及び JIS X 0164-2 に規定されたソフトウェア識別タグの両方からの情報を使用

して，ハードウェアインベントリへの自動化された手法を容易にする機能。 

f) ハードウェア利用者内部の製品の継続的なシステム構成，インストール，及び管理に関連付けられる

様々な組織だけでなく，ハードウェア利用者外部のハードウェア製造業者，パッケージ業者，及び代

理店販売業者を含む異なる組織も識別する包括的な情報構造を提供する機能。 

g) ハードウェア識別タグを作成する組織によるデジタル署名の任意使用を通じて信頼を確立する能力，

及びそのハードウェア識別の権威があり，かつ，信頼されたソースからであるかを検証する能力。 

h) 元のハードウェア製造業者以外の組織（例えば，独立プロバイダ又は社内要員）が，レガシーハード

ウェアのために及び／又はハードウェア識別タグ自体を提供しない他の製造業者のハードウェアのた

めに非権威ハードウェア識別タグを作成する機会。 
附属書 A に HWID タグの XML スキーマ文書，附属書 B に HWID タグスキーマの UML ダイアグラム，

附属書 C に HWID タグのサンプルを示す。 
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1 適用範囲 

この規格は，IT アセットのデータのデジタルカプセル化を可能にする転送フォーマットの仕様について

規定する。この規格は，JIS X 0164-2 がソフトウェア識別のためにソフトウェア識別（SWID）タグを規定

しているのと同様に，ハードウェア識別（HWID）データのカプセル化の HWID タグについて規定してい

る。 

この規格は，次のような分野に適用する。 

－ タグ製作者：市場の他者が使用する HWID タグを作成する組織。タグ製作者は，ハードウェアを作成

する組織の一部でも，サードパーティの組織でもかまわない。これらの組織は，次の二つの主要なカ

テゴリに分類することが可能である。 

・ デバイス又はコンポーネント提供者：ハードウェアデバイス及び／又は関連するオペレーティ

ングシステム，仮想環境，又はアプリケーションプラットフォームの製造又は作成を担当する

組織。プラットフォームプロバイダは，この規格に対応しており，さらに，プラットフォーム

又はオペレーティングシステムのレベルでタグ管理機能を提供することが可能である。 

・ タグツール提供者：ハードウェア識別タグを作成するツールを提供する組織。例えば，ハード

ウェア識別タグを作成する開発環境内のツール又はインストールプロセスの代わりにタグを作

成できるインストールツール，及び／又は元々ハードウェア，仮想マシン若しくはハードウェ

ア識別タグをもたなかったプラットフォームのタグを作成できるデスクトップ管理ツールなど

である。 

－ タグ利用者：HWID タグからの情報を利用するツ－ル及び／又は組織は，次の二つの主要なカテゴリ

に分類される。 

・ デバイス又はコンポーネント利用者：物理又は仮想ハードウェア又はコンポーネントを購入，

インストール，統合，又はデプロイする組織。 

・ IT 検出及び処理ツール提供者：ハードウェア識別タグを収集し，保管し，処理するためのツー

ルを提供する組織。これらのツールは，安全保障，アセットマネジメント，物流など，様々な

分野を対象としてもよい。 

この規格は，ハードウェアデバイス又はコンポーネント識別だけを扱う。 

この規格では，ハードウェアの検出及び管理に必要な ITAM 処理の要求事項（JIS X 0164-1 で提供）ソ

フトウェア識別タグ（JIS X 0164-2 で定義），権利タグ（JIS X 0164-3 で定義），又は資源利用測定（JIS X 
0164-4 で定義）については，詳しく説明していない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO/IEC 19770-6:2024，Information technology—IT asset management—Part 6: Hardware identification tag

（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS X 0164-2 ソフトウェア資産管理－第 2 部：ソフトウェア識別タグ 
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注記 対応国際規格における引用規格：ISO/IEC 19770-2，Information technology－IT asset 
management－Part 2:Software identification tag 

JIS X 0164-3 IT アセットマネジメント－第 3 部：権利スキーマ 

注記 対応国際規格における引用規格： ISO/IEC 19770-3， Information technology－ IT asset 
management－Part 3:Entitlement schem 

JIS X 0164-5 IT アセットマネジメント－第 5 部：概要及び用語 

注記 対応国際規格における引用規格： ISO/IEC 19770-5， Information technology－ IT asset 
management－Part 5:Overview and vocabulary 

RFC 3986，Uniform Resource Identifier(URI):Generic Syntax 

注記 https://www.ietf.org/rfc/rfe3986.txt.参照 

RFC 7515，JSON Web Signature 

注記 https://tools.ietf.org/html/rfc7515 参照 

XML Signature Syntax and Processing Version 1.1，W3C Recommendation 11 April 2013 

注記 https://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/ 

3 用語，定義及び略語 

3.1 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS X 0164-5 による。 

ISO 及び IEC は，規格に使用する用語データベースを次のアドレスで維持している。 

－ ISO Online browsing platform: https://www.iso.org/obp 

－ IEC Electropedia: https://www.electropedia.org/ 

3.1.1 
動的属性（dynamic attribute） 

生成物の寿命にわたって変化し得るか，又は作成後に定義される HWID タグの要素 

3.1.2 
HAM，ハードウェアアセットマネジメント（HAM，hardware asset management） 

ハードウェアアセットの価値を実現するための協調的な活動 

注釈 1 ハードウェアアセットマネジメントは，IT アセットの専門分野であり，下位分野である。 

3.1.3 
HWID 作成者（HWID creator） 

はじめに HWID レコードを作成する組織 

注釈 1 この組織は，レコードが関連するコンポーネントを製造した組織の一部にすることが可能であ

る。このケースでは，HWID 作成者とコンポーネント製造業者は同じである。HWID 作成者は，

製造業者とは関係のない別の組織又はサードパーティでも差し支えない（例えば，オペレーテ

ィングシステム又はデバイス所有者によって展開されたツールによって，既存のハードウェア
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コンポーネントに対して HWID レコードが作成される場合など）。 

3.1.4 
HWID スキーマ，ハードウェア識別スキーマ（HWID schema，hardware Identification schema） 

ハードウェアコンポーネントのデジタル記述及びその関連情報を含む情報構造 

3.1.5 
レガシーハードウェア（legacy hardware） 

独自の情報構造をもたないハードウェア 

3.1.6 
ソフトウェア識別タグ，SWID タグ（software identification tag，SWID tag） 
ソフトウェア構成品目の識別情報を含む情報構造 
（出典：JIS X 0164-5:2019 の 3.40 を一部変更し，“ソフトウェア開発者によって提供される場合は，信

頼できる。”を削除） 

3.1.7 
静的属性（static attribute） 

生成物の寿命にわたって変化しないか，又は生成時に定義されない HWID の要素 

3.2 略語 

Ent ソフトウェア権利スキーマ，権利スキーマ（software Entitlement schema, Entitlement schema） 

GUID グローバルに一意な識別子（globally unique identifier） 

HAM ハードウェアアセットマネジメント（hardware asset management） 

HWID ハードウェア識別（hardware identification） 

IETF インターネット技術特別委員会（internet engineering task force） 

ITAM IT アセットマネジメント（information technology asset management） 

JSON javascript オブジェクト表記法（javascript object notation） 

OEM 相手先ブランド名製造業者（original equipment manufacturer） 

regid 登録識別子（registration identifier） 

SAM ソフトウェアアセットマネジメント（software asset management） 

SKU エスケーユー（stock keeping unit） 

SWID ソフトウェア識別（software identification） 

UNSPSC 国連標準の製品及びサービスのコード（united nations standard products and services code） 

URI 統一資源識別子（uniform resource identifier） 

URL 統一資源位置指定子（uniform resource locator） 
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W3C ワールドワイドウェブコンソーシアム（world wide web consortium） 

XML 拡張可能なマーク付け言語（extensible markup language） 

XSD XML スキーマ文書（XML schema document） 

4 適合性 

4.1 HWID タグの適合 

ハードウェア識別タグは，タグのデータ構造がこの規格で規定された全ての要求事項を満たす場合，こ

の規格に適合する。 

4.2 適合宣言 

適合宣言は，構文及び意味論の両面を含む。 

－ この規格への適合を宣言しているタグ利用者は，HWID タグへのいかなる適合も拒絶してはならない。 

－ この規格への適合を宣言しているタグの製作者は，この規格に適合する HWID タグを製造できなけれ

ばならない。 

－ この規格への適合を宣言しているタグ利用者は，HWID タグ内の情報を，この規格で与えられた意味

論的な定義と一致する方法で扱わなければならない。アプリケーションの意図された動作は，そのア

プリケーションが HWID タグ内の全ての情報を処理することを要求してはならない。ただし，それが

処理する情報は，この規格で与えられる意味論的な定義と一致する方法で処理されなければならない。 

－ この規格への適合を宣言しているタグ利用者は，必要に応じて，HWID タグに使用されている XML ス

キーマ（XSD）のバージョンを識別し，旧バージョンの HWID タグで提供されている情報を，そのバ

ージョンの XSD と一致する方法で処理できるようにすることが望ましい。 

4.3 プラットフォームの適合 

この箇条では，HWID の本質的な性質，及び様々なタイプの HWID の記録が相互にどのように関連して

おり，ハードウェアコンポーネントのデータに関与する全ての関係者による作成及び使用の相互運用性を

提供するように設計されているかについて説明する。 

5 相互運用性 

5.1 概要及び主要な設計上の決定 

この箇条では，HWID の本質的な性質，及び様々なタイプの HWID の記録が相互にどのように関連して

おり，ハードウェアコンポーネントのデータに関与する全ての関係者による作成及び使用の相互運用性を

提供するように設計されているかについて説明する。 

5.2 ハードウェアの識別子-<hwidId> 

それぞれのHWIDの一意の識別子は<hwidId>である。これは，グローバルな一意性を達成している限り，

異なる方法で形成され得る GUID でもよい。16 バイトの GUID がこの領域に使用されなければならない。

これは，記憶領域に大きな負担をかけることなく，グローバルな一意性を提供する。これらの GUID は，
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ISO/IEC 9834-8 に基づいた方法で生成するのがよい。 

hwidId では，16 バイトの GUID を使用できない場合，テキストベースのグローバルに一意な ID を構築

してもよい。 

この ID には，<entCreator>の一意の命名機関と，<hwidId>とが権利に対して一意であることを示す十分

な追加の詳細情報を含めるのがよい。これは，次のようになることがある（＋は，文字列連結記号として

使用される。）。 

regid +製品名 + バージョン + エディション  + リビジョン + ... 

注記 対応国際規格では，属性の“hwidId”で書式の不統一が散見されたが，“hwidId”に統一した。 

5.3 使用例の概要 

この規格に含まれる定義でサポートできる基本的な使用例は多数ある。HWID は，特定の時点における

アーティファクトの状態を記録するだけであることに注意する。例えば，HWID は特定の時点における特

定の所有者の特定の場所にある特定のハードウェアを表している。ハードウェアを他の組織に移転するた

めには，HWID を用いて所有権及び所在地の変更を記録した移転取引を作成するだけでは十分でなく，移

転に必要な条件（ハードウェア保守など）への適合性が必要となる。 

5.4 HWID タイプ 

5.4.1 一般 

HWID 仕様でサポートされている主な使用例を表 1 に示す。それぞれ，どのようにしてそれが実装され

るかの簡単な説明を付ける。 

HWID のタイプは，hwidType の値ごとに定義される。 

表 1－hwidType の値 

hwidType の値 意味 
Primary これはアセットの基本的な HWID タグで，識別されるハードウェアの主要な属性を

表す。 
System 特定のシステムの一つ以上のプライマリタグ及び/又はシステムタグ間の関係を確

立するタグ。これは，周辺機器を PC に接続したり，仮想マシンを物理ホストに接

続したり，クラスタ内の複数のシステムをまとめて接続したりする場合に便利であ

る。 
Supplemental 追加タグは，プライマリタグ又はシステムタグのいずれかに追加情報を提供するよ

うに設計されている。 
 

5.4.2 プライマリ HWID の発行 

プライマリ HWID の発行は，基本的な HWID タイプである。プライマリ HWID は，ハードウェアの詳

細内容に関する信頼できる情報を提供できるハードウェア製造業者によって発行されるのが望ましい。

HWID はまた，サードパーティのサプライヤーによって発行されてもよいが，権威のないタグとみなされ

る。これは，関連する HWID をもたないレガシーハードウェアをカプセル化するなど，製造業者が HWID
を提供しない場合に必要になることがある。 

プライマリ HWID タグは，<hwidType>='Primary'の HWID を作成することによって実装される。 
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注記 対応国際規格では，“the 'base' HWID type.”となっていたが，'base'はスクリプトの定義ではないの

でシングルコーテーションを削除し，“基本的な HWID タイプ”とした。 

5.4.3 プライマリ HWID への情報の追加 

エンドユーザ組織及びサードパーティは，発注情報，資格を付与された組織及び/又はユーザが設定した

識別子などの情報を HWID に追加してもよい。 

情報は，<hwidType>='Supplemental'及び<supplementalHWIDType>='InfoAdded'の HWID を作成することに

よって HWID タグに追加される。<linkedToPrimaryhwidID>は拡張されるプライマリ HWID の<hwidId>に等

しい。 

プライマリ HWID の例： 
fabrikam.com_MightyPC_AAA.HWID 
<HWID 
    hwidId=”AAA” 
    hwidType=”Primary”  

リンクされた追加 HWID の例： 
reseller.com_MightyPC_BBB.HWID 

<HWID 

    hwidId=”BBB” 

    hwidType=”Supplemental” 

    supplementalHWIDType=”InfoAdded” 

<Link> 

    linkedToPrimaryhwidID=”AAA” 

</Link> 

注記 対応国際規格では，“supplementalhwType"となっていたが，“supplementalHWIDType”の誤植であ

る。 

5.4.4 プライマリ HWID のアーカイブ 

アーカイブの目的は，HWID を使用状態から削除し，ハードウェアマネジメントの目的でアクティブに

使用されなくすることである。これは，例えば，もはや組織によって使用されておらず，アセットとして

追跡される必要がないハードウェアに適している。 

アーカイブ機能は，type='Archived' の追加 HWID を作成することによって実装される。これによって，

<linkedToPrimaryhwidID>属性で取り消される HWID の<hwidId>を特定する。 

5.4.5 システム HWID の発行 

システム HWID の発行は，複数のプライマリ HWID を組み合わせて，一つのインスタンスとして扱われ

るエンティティの論理グループにする。HWID はハードウェア製造業者が発行し，製造又は組立プロセス

中にハードウェアの細部に関する信頼できる情報を提供できることが期待される。システム HWID は，サ

ードパーティのサプライヤー又はシステムインテグレーターによって非正規タグとして発行されることも

ある。製造業者がシステム HWID を提供しない場合は，権威のないシステム HWID を発行する必要がある

場合がある。 
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システム HWID タグは，<hwidType>='System'の HWID を作成することによって実装される。 

5.4.6 システム HWID への情報の追加 

エンドユーザ組織及びサードパーティは，システムに関する追加情報の追加など，システム HWID に情

報を追加することを希望する場合がある。 

情報は，<hwidType>='Supplemental' の HWID を作成することによって HWID タグに追加され，

<supplementalHWIDType>='InfoAdded' で追加される。<linkedToSystemhwidID>は，拡張するシステム HWID
の<hwidId>に等しい。 

システム HWID の例： 
fabrikam.com_MightyPC_BBB.HWID 

<HWID 

    hwidId="BBB" 

    hwidType="System" 

   <Link> 

      linkedToPrimaryhwidID="AAA" 

   </Link> 

リンクされた追加 HWID の例： 
reseller.com_MightyPC_CCC.HWID 

<HWID 

hwidId="CCC" 

hwidType="Supplemental" 

supplementalHWIDType="InfoAdded" 

<Link> 

linkedToSystemhwidID="BBB" 

注記 1 対応国際規格では，2 段落の最後に“the <hwidID> of the primary HWID which is to be extended.”
と記載されているが，“primary”は“system”の誤植である。”拡張するシステム HWID の<hwidId>”
と翻訳した。 

注記 2 対応国際規格では，“supplementalhwType"となっていたが，“supplementalHWIDType”の誤植で

ある。 

5.4.7 システム HWID のアーカイブ 

アーカイブの目的は，次の二つの目標のいずれかを達成することである。 

－ システム HWID をアクティブな使用から削除し，ハードウェアマネジメントの目的でアクティブに使

用されなくなるようにする。これは，例えば，組織によってもはや使用されておらず，システムとし

て追跡される必要がないハードウェアに適している。 

－ システムの構成が十分に変更されているシステム HWID を削除し，新しいシステムタグを再発行する

方が理にかなっている。この時点で，新しいシステムタグを生成してもよい。 

アーカイブ機能は，type='Archived' の追加 HWID を作成することによって実装される。これによって，

<linkedToSystemhwidID>属性で取り消される HWID の<hwidId>が特定される。 
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5.4.8 システム・オブ・システムズ 

システムタグは，論理的に一緒に属するハードウェアアセットのグループを定義するので，システムタ

グを使用して，論理的にグループ化されたシステムをリンクして使用してもよい。例えば，データセンタ

ーサーバは，サーバコンピュータ，それが使用する記憶媒体，及び電源を含むシステム HWID タグによっ

て表すことが可能である。また，ラック全体を，複数のデータセンターサーバ，ラックネットワークスイ

ッチの上部，ラック自体，及びシステムを相互接続するために使用される全てのケーブルを含むシステム

の単一ユニットとして考えることも有益であり得る。 

システム・オブ・システムズは，hwidType="System" の新しい HWID タグを作成し，linkedToSystemhwidID 
属性を使用して複数のシステム HWID を接続することによって記述される。 

プライマリシステム HWID の例： 
reseller.com_MightyPC_ZZ.HWID 

<HWID 

    hwidId="ZZ" 

    hwidType="System" 

   <Link> 

    linkedToSystemhwidID="XX" 

   </Link> 

   <Link> 

    linkedToSystemhwidID="YY" 

   </Link> 

サブシステム HWID 1 の例： 

fabrikam.com_MightyPC_XX.HWID 

<HWID 

    hwidId="XX" 

    hwidType="System" 

    <Link> 

      linkedToPrimaryhwidID="AAA" 

    </Link> 

サブシステム HWID 2 の例： 
fabrikam.com_MightyPC_YY.HWID 

<HWID 

hwidId="YY" 

hwidType="System" 

<Link> 

linkedToPrimaryhwidID="CCC" 

</Link> 

<Link> 

5.5 追加 HWID タイプ 
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HWID のタイプが"Supplemental"の場合，その特定の用途は'supplementalHWIDType'の値によって定義さ

れる。表 2 に推奨される値を示す。7.8.8 の“SupplementalHWIDType”の定義に従って，追加の値を定義可能

である。 

この追加 HWID タグへの追加される値の追加は，追加の値の定義に関する共通の認識がないため，特定

の使用例で HWID タグストラクチャ内に追加の値を含める必要がある場合だけに実行するのがよい。 

表 2－supplementalHWIDType の値 

supplementalHWIDType の値 意味 
InfoAdded この追加記録は，既存のプライマリ HWID に情報を追加することである。同じ要

素又は属性に対して異なるデータ値が追加された場合（同じ HWID 内であっても

異なる追加 HWID 内であっても），そのデータの解釈（優先順位）はこの規格では

規定されない。（値が正しくない，又は変更された追加 HWID は取り消されること

が望ましい。次を参照） 
Archived この追加 HWID は，既存の HWID をアーカイブする。 

ア ー カ イ ブ さ れ る HWID の <hwidId> は ， <linkedToPrimaryhwidID> 又 は

<linkedToSystemhwidID>属性で規定される。 
<linkedToPrimaryhwidID>又は <linkedToSystemhwidID>の値が， "Supplemental"の
<hwidType>をもつ HWID を示している場合，その追加 HWID だけがアーカイブさ

れる。 
<linkedToPrimaryhwidID> 又 は <linkedToSystemhwidID> 属 性 に 示 さ れ て い る

<hwidId>が<hwidType>"Supplemental"でない場合，その<hwidId>及びその<hwidId>
に関連付けられている全ての追加 HWID はアーカイブされているとみなされる。 
HWID がアーカイブ対象として区分される主な理由は，次のとおりである。 

 — 参照される HWID は，情報が正しくないか欠落しているため，置き換える必

要がある。InfoAdded で情報を追加する代わりに，HWID 全体がアーカイブ

されて再発行される。 
— 参照される HWID によって記述されたハードウェア又はシステムはインベ

ントリから削除されたため，ハードウェアマネジメントの目的でアクティブ

に使用されなくなった。これは，例えば，ハードウェアの再販，破壊，又は，

そうでなければ永久的に使用不可能である場合である。 
  別の組織に移転されるハードウェアは，HWID タグの履歴及び連続性を維持す

るために，新しい所有者の組織情報を更新する方が効果的な場合があることに

注意する。 
 'Archived'の追加 HWID の効果は，'Revocation'と同じであるが，特定されることを

目的にもつ。 
<any> この規格では，まだ規定されていない追加の用途で拡張性を提供するために，その

他の値を使用してもよい。 

5.6 HWID の主要な設計上の決定 

この規格の仕様の基礎となる幾つかの主要な設計上の決定がある。 

変更不可の HWID 記録。一旦 HWID タグが作成され，使用されると，現存する HWID の記録は，デー

タの追加を介することを含め，いかなる方法においても修正されてはならない。変更とみなされる状況が

幾つかあり，HWID を変更してはならないという設計原則に違反することなく，次の方法で処理される場

合がある。 

不完全か又はエラーを含んでいるプライマリ HWID が発行される。この状況に対処するには，次の二つ

の方法がある。 

－ 完全置換え。不完全又は誤った HWID は，HWID をアーカイブする追加 HWID を発行し，不完全又は



12 
X 0164-6：0000 (ISO/IEC 19770-6：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

誤ったHWIDを置き換える新しいHWIDを作成することによって取り消されなければならない。（5.4.4
参照） 

－ 追加データによる修正。この規格のもう一つの方法は，アップデートされたデータだけを使用して追

加 HWID を発行することである。このような場合の解釈は，最新バージョンの固有データを使用する

ことである。最新の HWID は，同じデータを含む以前のバージョンを置き換える。しかし，HWID 作

成者は，別の解釈を指定してもよく，例えば，追加 HWID は，純粋に添加することであり，正味の新

しい情報を含めることが可能である。（5.4.3 参照） 

不完全か又はエラーを含んでいるシステム HWID が発行される。このような状態を扱う二つの方法があ

る。 

－ 完全置換え。不完全又は誤った HWID は，HWID をアーカイブする追加 HWID を発行し，不完全又は

誤ったHWIDを置き換える新しいHWIDを作成することによって取り消されなければならない。（5.4.7
参照） 

－ 追加データによる修正。この規格のもう一つの方法は，アップデートされたデータだけを使用して追

加 HWID を発行することである。このような場合の解釈は，最新バージョンの固有データを使用する

ことである。最新の HWID は，同じデータを含む以前のバージョンを置き換える。しかし，HWID 作

成者は，別の解釈を指定してもよく，例えば，追加 HWID は，純粋に添加することであり，正味の新

しい情報を含めることが可能である。（5.4.6 参照） 

不完全であるか，誤差が含まれているか，又は実質的に変更されている追加 HWID が発行される。この

アプローチは，所有者情報を記録するアロケーションに適しているが，他のタイプの追加 HWID にも適用

可能である。この規格におけるこの状態に対処する方法は，追加 HWID だけを取り消し，次いで，修正さ

れた追加 HWID(必要に応じて）を発行することである。（5.5 参照） 

JIS X 0164-3 と同様に，監査証跡の記録の煩雑さを減らすために，この規格のために取るべきアプロー

チは，HWID の変更不可能性を強制することであり，追加 HWID を介して追加又は変更を行う必要があり，

そのそれぞれが独自の明確な監査証跡を提供する。さらに，ある組織（例えば，ハードウェア製造業者）

が別の組織（例えば，エンドユーザ組織）が使用するために提供する全ての HWID は，いずれの場合も，

それらにデータが追加されないように全体が署名されることが望ましい。（6.5 参照） 

HWID は，HWID のトランザクションの性質上，ハードウェア及び関連するコンポーネントに関連する

個々のアクション（組織内）又はトランザクション（組織間）を表すことが望ましい。HWID は，潜在的

に変更可能な何かの現在の状態を示すことを意図していない。現在の状態は，全ての関連する HWID の統

合ビューを形成することによってだけ決定することが可能である。これは HWID レコード自体ではなく，

ITAM ツールのタスクである。 

5.7 識別子の一意性 

5.7.1 一般 

JIS X 0164-2 と同様に，この規格は登録機関を必要としないので，関連する文脈内での識別子の一意性

を保証するために GUID の使用に依存する。 

5.7.2 エンティティの登録識別子－regid 

5.7.2.1 一般 

JIS X 0164-2 及び JIS X 0164-3 のこの規格のための最も重要なグローバルに一意な識別子は，エンティ
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ティの登録識別子，又は'regid'である。regid は固有名称としての識別子を提供する。 

5.7.2.2 regid の構造 

regid は，RFC 3986 に従う URI リファレンスを使用しなければならない。組織がその組織の regid を指

定した場合，その regid は，その組織が作成した全ての IT アセット情報構造に対して一貫して使用されな

ければならない。相互運用性を確保し，オープンソースプロジェクトサポート及びサードパーティタグの

一貫性を確保するために，regid の作成時に次の推奨事項が適用される。 

－ 特に断りがない限り，URI は http スキーマを使用することが望ましい。 

－ http スキーマを使用した場合，“http://”は regid の文字列から削除してもよい（URI スキーマのない文

字列は“http://”スキーマを使っているものとして規定される。）。 

－ 別途必要な場合を除き，URI はドメイン名のような認証機関を含む絶対 URI を使用することが望まし

い。 

－ 一貫性を保つために，絶対 URI には最低限必要なストリングを使用するのがよい（例えば，

www.example.com の代わりに example.com を使用することが望ましい。）。 

5.7.2.3 regid の例 

ハードウェアを作成・販売する企業の regid は，その企業の HTTP 参照となることが期待される。したが

って，架空の企業“fabrikam”の regid は，次のようになることがある。 
"fabrikam.com" 

5.7.3 ハードウェア識別タグ識別子(hwidId) 

16 バイトの GUID がこの領域に使用されなければならない。これは，空間のための大量のオーバーヘッ

ドなしに，グローバルな一意性を提供する。これらの GUID は，ISO/IEC 9834-8 に基づいた方法で生成す

るのがよい。 

hwidId では，16 バイトの GUID を使用できない場合，テキストベースのグローバルな一意 ID が構築さ

れることがある。この ID には，<hwidCreator>の一意の命名機関及び<hwidId>が権利に対して一意である

ことを示す十分な追加の詳細情報を含めるのがよい。これは，次のようになる(+は，文字列連結記号)。 

regid + 製品名+ シリアル番号 + ... 

5.8 相互運用性設計の考慮事項 

複数のタグが同じオブジェクトを参照している可能性のある場合，それぞれのタグインスタンスによっ

てオブジェクトを記述する識別要素を活用しなければならない。このタグが記述するターゲットのキー 
(できれば一意) 特性を活用することによって，異なるタイプの他のタグが同じエンドポイントを参照でき

るようになる。 

HWID 仕様のこれらの主要な識別属性は，HWIDMeta ストラクチャの要素を通じて定義される。 
fabrikam.com_MightyPC_XX.HWID 

<HWID 

    hwidId="XX" 

    hwidType="System" 

    <HWIDMeta> 
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          hwType="Desktop Computer" 

          modelName="MightyPC" 

          modelNumber="10" 

          serialNumber="9ace45b" 

    </HWIDMeta> 

オブジェクト識別に使用される要素は，変化しない（又は，極めてまれに変更される。）可能性が高く，

製造時又は設置時に製品の作成者が認識しているものである。 

－ CPU 正式名 

－ CPU 数 

－ CPU 製造業者 

－ アセット名 

－ アセット ID 

－ UUID（ユニバーサル固有識別子） 

－ シリアル番号 

－ UNSPSC コードモデル番号 

6 HWID プロセスの実装 

6.1 一般 

この箇条は，HWID の作成及び使用に関連するプロセス，並びにこれらが HWID の内容に与える影響に

ついての手引きを提供する。 

ハードウェア識別タグに含まれる情報は，タグを参照するソフトウェアコンポーネントがインストール

されているプラットフォームから独立していることが望ましい。プラットフォーム，例えば，オペレーテ

ィングシステム，仮想環境，又はアプリケーションプラットフォームは，これらのハードウェア識別タグ

を効率的に格納及び取得するためのプロセスを定義することが望ましい。プラットフォーム上で実行中の

ソフトウェアが削除，初期化及びクリアされた場合でも，HWID タグは存在し続けるか又は生成可能であ

ることに留意することが望ましい。ローカルストレージに関する詳細な手引きについては，6.7 を参照。 

ハードウェア識別タグは，プラットフォームが HWID タグ管理に使用できる選択，及びプラットフォー

ム外の管理並びに保管の選択のような異なる方法を使用して管理してもよい。 

6.2 プラットフォームの要求事項及び手引き 

6.2.1 HWID タグの実装上の考慮事項 

HWID タグに格納できる情報は，次の二つのカテゴリに分類可能である。 

－ 静的属性： 

静的要素は，通常，製品のライフサイクルを通じて変化しないが，変化がある場合は，通常，別の

HWID エントリを生成する。静的属性値は HWID の一意性に固有なものであり，静的属性の変更は

HWID タグの再発行によって解決されなければならない。 

静的属性の例： 
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－ シリアル番号 

－ GUID 

－ 製品タイプ 

－ 説明 

－ 型名 

－ モデル番号 

－ SKU 

－ HWID 作成者 

－ 動的属性: 

動的要素は，典型的には，製品のライフサイクルを通じて変化するか，又は作成後に定義される。

プラットフォームは，作成時にこの情報を知る方法がなく，後で追加 HWID エントリとして提供され

なければならない。 

動的属性の例： 

－ 注文情報 

－ デバイスの状況 

－ ロケーション 

－ チャネルタイプ 

－ 契約組織 

－ ユーザが設定した識別子（例: hostname) 

－ 実施日時 

－ system tags 

－ リンク 

6.2.2 HWID タグメソッド 

表 1 に示した選択肢は，そのうちより多くのプラットフォーム及びより多くのプラットフォーム対応ス

クリプトが HWID タグ管理及びレポート作成において，更に効果的な選択肢を採用することを期待して，

全てのプラットフォームに存在してもよい（表 3 を参照）。 

表 3－HWID タグへのアクセスに関するプラットフォーム手引き 

方法 説明 
プログラム 
インタフェース 
（プライマリ

HWID） 

アプリケーションソフトウェアは，プログラムインタフェースによって，特定のプラットフォー

ムから HWID タグを管理するためにオペレーティングシステムレベルのサービスを呼び出すこ

とが可能である。 
静的属性だけを使用する HWID タグは，ローカルストレージシステムが消去されている場合又

は存在しない場合でも提供できることが望ましいが，ハードウェアの変更がないと仮定した場

合，API は一度呼び出されたときと全く同じ HWID タグを提供することが重要である。これは

プライマリ HWID タイプで使用されるが，システム HWID 又は追加 HWID タグでも使用される

可能性がある。 
プライマリ HWID を取得するプログラムインタフェースは，全ての実装タイプ及び，プライマ

リ HWID が使用できなくなった場合に静的属性に基づいて新しいプライマリ HWID を作成する

インタフェースとして強く推奨される。 
プログラムイン

タフェース（追

プログラムインタフェースがサポートされ，プラットフォームがファイルシステムの概念をサ

ポートしている場合でも，HWID タグをソフトウェアアプリケーションプログラムファイルデ
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加 及び システ

ム HWID） 
ィレクトリにファイルとして保存し，ファイルへのアクセスに依存するタグ使用者が，HWID タ

グデータを適切に処理できるようにするのがよい。HWID タグで提供されるデータは，プラット

フォーム所有者が規定及び開発したデータ格納場所に追加で格納可能である。 
この手法を使用すると，設置プロセスがインタフェースを使用するとき，追加情報は，必ずしも

利用可能であるとは限らないか，又は製造及び組立プロセス後に学習されるとは限らない追加

情報とともに，追加及びシステムタグにおいて追跡され得る。追跡される可能性のある追加情報

には，次が含まれる。 
  — 次のようなユーザ設定情報 

— ホスト名 
— インタフェースアドレス 
— 構成 

— 次のような商取引に関する情報 
— 所有主体 
— パートナー情報 
— 発注及び発注情報 

— 次のような位置情報 
— サイト ID 
— 物理アドレス 
— 責任当事者 

— ライフサイクルイベントの日時 
オペレーティン

グシステムとと

もに保管される

HWID タグファ

イル 

HWID タグファイルがアプリケーションのファイルシステムに保存される場合，HWID タグフ

ァイルは，HWID タグが表すプラットフォームのオペレーティングシステムのインストール場

所と同じファイルディレクトリ又はサブディレクトリにある“hwidtag”（全て小文字）という名

前のサブディレクトリ内のデバイスのファイルシステムに配置されなければならない。 
hwidtag ディレクトリは，可能な限り OS インストールディレクトリツリーの最上位に配置する

ことが望ましい。提供される"payload"情報については HWID タグが格納される場所を起点に相

対パスでファイルを参照しなければならない。 

6.3 HWID 作成者 

HWID は個人又は組織のいずれによっても作成して差し支えない。一次 HWID は，ハードウェア製造業

者によって作成されることが強く望まれているため，これらの HWID は，含まれている情報に対する信頼

性が最も高い。しかし，全ての製造業者が（権威をもつ）HWID を生成する保証はないことがある。第一

に，新しいハードウェアの場合で，第二に，既にエンドユーザ組織に配備されているハードウェアの場合

である。したがって，エンドユーザ組織及びサードパーティが（権威のない）HWID 自体を作成すること

が可能でなければならない。さらに，通常，エンドユーザ組織によってだけ生成される特定の種類の管理

トランザクションについても状況によってはサードパーティも生成することが可能である。 

HWID を作成するエンティティは，"entity"要素で定義される。<role>='hwidCreator'である。 

6.4 HWID の信頼性 

HWID は，完全な信頼性をもつとみなすることは不可能である。主たる依拠は，常に当該ハードウェア

の物理的な検査に重点を置かれなければならない。この注意事項を考慮すると，HWID の信頼性は 2 つの

要素に依存する。 

－ 権限：信頼性は，その HWID で与えられる情報のために，HWID を作成する人又は組織の権限に依存

する。例えば，ハードウェア製造業者は，販売したハードウェアの HWID を作成するための最高水準

の権限をもつことが期待されるため，この種の情報は最高水準の信頼性をもつことになる。 

－ 認証：HWID 内の情報は，HWID 作成者に期待される信頼性のレベルを確実にするために認証される

必要がある。HWID は，そのような認証を提供するために署名されることが期待される。HWID は，

少なくとも，ある組織が別の組織で使用するために作成された HWID に対して，このような認証を提
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供するように署名されているという期待がある。 

属性<trustLevel>を使用すると，HWID 作成者は HWID に対して信頼性のレベル（自分の見解）を与える

ことが可能である。詳細については，7.8.9 を参照。 

6.5 HWID の真正性 

6.5.1 一般 

HWID の真正性は，デジタル署名の利用を通して決定できなければならない。 

署名は，この規格には必須ではないが，強く推奨されており，HWID 作成者の要求に応じて使用して，

HWID のセクションが変更されないようにすること，及び／又はタグ署名者の認証を提供することが可能

である。 

デジタル署名がされた HWID の要求事項は，HWID 利用者が HWID によってカプセル化されたデータ

を利用して，デジタル署名が信頼された認証局（CA）によって検証されたこと，その署名の有効期間中に

HWID が署名されたこと，及び HWID 内の署名されたデータが変更されていないことが確認できることで

ある。これらの全ての検証は，外部ネットワーク接続を行わずとも完了できるものでなければならない。

HWID 利用者が，デジタル証明書が失効していないことの検証を必要とする場合，そのとき，外部ネット

ワーク又は失効情報を提供することができるデータソースにアクセスすることが考えられる。 

デジタル署名の詳細については，RFC 3986，RFC 7515，XML Signature Syntax and Processingversion1.1
（XML 署名シンタックス及びプロセッシングバージョン 1.1）及び参考文献［5］~［14］を参照。 

6.5.2 XML のデジタル署名 

HWID に署名を含める場合，あらゆるタイプのデータに対してメッセージ完全性認証及び署名者認証サ

ービスを提供する XML 署名構文を定義し，W3C の推奨事項に従わなければならない。 

XML Signature Syntax and Processingversion1.1 は，デジタル署名の正規化バージョン 1.1 と一緒に使用

されなければならない。ツール提供者は，HWID の署名要素内の空白に変更があると，署名プロセスのバ

ージョン 1.1 が署名を破損する可能性が高いことに注意することが望ましい。署名検証の目的で，各 HWID
の一 つ以上のマスター，変更されていないコピーをツールのデータベースに保持するのがよい。 

HWID で署名を使うとき，署名は，エンベロープ署名で，かつ，デジタル署名でなければならず，信頼

できるタイムスタンプサーバが提供するタイムスタンプを含んでいなければならない。このタイムスタン

プは，XAdES-T 様式を使用して提供されなければならない。この形式のタイムスタンプについては，W3C
注記の“XML Advanced Electronic Signatures”を参照可能である。 

HWID は，また，署名組織に関する公的署名も含んでいなければならない。 

6.5.3 JSON デジタル署名 

HWID に署名が含まれている場合，RFC 7515 に基づかなければならない。これは，任意のタイプのデー

タに対してメッセージ完全性認証及び署名者認証サービスを提供する JSON 署名構文を定義する。 

6.6 HWID ファイル名 

HWID がファイルに転送又は格納され，ファイル内の唯一の HWID である場合，このファイルの名前は，
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<hwidCreatorRegid>_<product>HWIDtag のパターンに従って作成されなければならない。 

HWIDtag ファイル拡張子は，全てのハードウェア識別タグに使用されなければならない。 

複数の HWID レコードがファイルに転送又は格納される場合，このファイルの名前は

<hwidCreatorRegid>_multi.HWID のパターンに従って作成されなければならない。 

注記 上記の<hwidCreatorRegid>は，hwidCreator 組織の regid の値に置き換えられる。 

6.7 HWID 保管 

HWID タグファイルは，デバイスごとに中心部のロケーションに保存されることが望まれる。この HWID
タグファイルのコレクションは，HWID ライブラリと呼ばれる。HWID ファイルの特定の場所は異なる可

能性があるが，HWID タグファイルが保存するディレクトリ/フォルダには常に"hwidtag"という名前が付け

られなければならない。これによって，デバイス又は外部ファイルストア上の HWID ライブラリを迅速に

識別することが可能である。 

デバイスにファイルが含まれていない場合，セキュアな（HTTPS など）ベースの通信方法で提供するの

がよい，API 又は Web インタフェースなどの代替方法を介して HWID 情報を提供することが望ましい。 

多くの場合，プライマリタグを超えた HWID タグは，IT アセットマネジメントソリューションによって

格納される。より詳細については，6.9 を参照。 

6.8 HWID 回復 

HWID ライブラリは，問題のデバイスに関連するハードウェア変更の完全な監査証跡として機能できる

ことが望ましい。HWID 作成者は，HWID のバックアップコピー（同一の<hwidId>及び HWID データをも

つ）をエンドユーザに提供できでもできなくてもよい。（HWID 作成者の推奨事項については，7.2 を参照）

ローカルデータストレージが削除された場合，潜在的にはオフプラットフォームの HWID マネジメントシ

ステム又は別の適切なシステムを使用して，このデータを適切にバックアップするのはエンドユーザの責

任である。 

6.9 アセットマネジメントプラットフォームに関する HWID の考慮事項 

HWID プライマリタグのベストプラクティスには，不変であり，ハードウェアの寿命にわたって変更さ

れる可能性が極めて低いデータ要素に焦点を当てることが含まれる。動的属性は，ローカルタグストラク

チャに格納することも可能であるが，デバイスの寿命にわたって多数の変更を必要とする可能性があり，

そのため，直接的にデバイス上ではなくアセットマネジメントプラットフォーム内で管理するのがよい。 

例えば，これには，6.2.1 に挙げた静的属性のような項目及び C.1 の例が含まれる。 

7 ハードウェア識別子ファイルデータの仕様 

7.1 一般 

この規格では，HWID ファイルの内容を生成するための特定のプロセスを要求しない。 

HWID 作成者は，作成された全ての HWID の中央リポジトリを維持するのが望ましい。このリポジトリ

を使用して，GUID の一意性を検証し（5.2 の<hwidId>の詳細及び JIS X 0164-5 を参照），<role>値 - 
hardwareManufacturer，hwidCreator,などの他の要素が正規化されていることを検証することが可能である。
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この規格は，HWID スキーマ文書の外部登録機関を要求しないため，各 HWID 作成者が各 HWID が一意で

あることを保証する責任を負う。 

データ定義，列挙値，及び単純型は，7.7 及び 7.8 で規定されている。例は，HWID スキーマ文書作成に

使用すべきフォーマットで，XML 及び JSON 構文で指定される。提供されている例は，HWID に含まれる

情報についての具体例を示している。 

データ定義（7.7）は，個々のハードウェアに関する情報を提供する HWID の要素及び属性を指定する。 

属性値定義（7.8）は，必須又は推奨値をもつタイプのための仕様を示す。 

この規格（HWID スキーマの場合）は，JIS X 0164-2（ソフトウェア識別タグ）及び JIS X 0164-3（権利

スキーマ）と密接に整合することを意図している。HWID 作成者が利用することを望む JIS X 0164-2 又は

JIS X 0164-3 の要素，属性，又は他の仕様のいずれも，同様にハードウェアスキーマにおいて使用しても

よい。HWID における SWID，Ent 要素又は属性の使用は，この規格に別途規定がない限り，それぞれ JIS 
X 0164-2 及び JIS X 0164-3 からの関連要求事項に適合しなければならない。 

7.2 HWID タグデータの最小要件 

HWID 作成のために特定された複数の使用例のため，HWID の最小データ要求事項は比較的疎であり，

データ定義（7.7）の M1 の要求レベルによって特定される。XML 又は JSON スキーマの要求事項を満た

す，有効な HWID とみなされるために必要な値は，次のとおりである。 

HWID（7.7.2） 

－ <hwidId> 

－ <hwidCreationDate> 

－ <hwidType> 

注記 国際対応規格では，“<HWIDCreationDate>”と記載されていたが“<hwidCreationDate>”に統一し

た。 

Entity（7.7.4） 

－ hwidCreator の<role>（最小） 

－ hwidCreator の<regid>（最小） 

－ hwidCreator の<name>（最小） 

ハードウェアタイプ，＜hwidId>，及び hwidCreator だけを指定する HWID は有効な HWID ファイルであ

るが，HWID が使用されるプロセスにとって十分な情報であるとは限らない。HWID が個々のハードウェ

アを一意かつ正確に記述するように，十分な情報を提供しなければならない。また，HWID が利用者にと

って価値をもつための情報も提供されなければならない（6.2.1 を参照）。7.7.3（HWIDMeta）は，IT 組織

が受け取る HWID に含まれることを期待する HWID データの詳細を提供する。 

HWID に適用される様々な使用例のため，特定のケースでだけ必須として指定されるか，特定のケース

では使用できない場合があるため任意として規定されるデータ要素及び属性が多数ある。7.7.1 の要求レベ

ルを参照。 

7.3 推奨される HWID タグデータ値 
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HWID タグデータの最小要件（7.2）に記載されている最低限のデータ属性に追加して，できる限り，次

のデータ要素も提供することが望ましい。 

－ HWIDMeta 

－ hwType 

－ modelName 

－ modelNumber 

－ serialNumber 

注記 1 国際対応規格では，“hwidMeta”となっていたが“HWIDMeta”に統一した。 

注記 2 国際対応規格では，要素とその配下の属性とが同列で表記されていたが段落を下げた。 

7.4 XML 及び JSON の命名規則 

7.4.1 XML の考慮事項 

HWID スキーマの内容は，次の細分箇条の規定でデータ定義された要素及び属性名に従って特定されな

ければならない。この命名要求事項によって，HWID タグデータの作成者又は利用者に関係なく，HWID
スキーマ内容の一貫した相互運用性が確保される。 

－ XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures, W3C Recommendation（XML スキーマリ

ファレンスランゲージ（XSD）1.1 第 1 部：構造，W3C 勧告） 

－ XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes, W3C Recommendation（XML スキーマリ

ファレンスランゲージ（XSD）1.1 第 2 部：データ型，W3C 勧告） 

－ XML Signature Syntax and Processingversion1.1，W3C Recommendation 11 April 2013（XML 署名シンタ

ックス及びプロセッシングバージョン 1.1，W3C 推奨事項 2013 年 4 月 11 日） 

この仕様で定義されている要素及び型は，パスカルケースである（ThisIsAnExample）。（ただし，'string'
及び'boolean'のような一般的な単純型は小文字。） 

属性は，キャメルケースである（anotherExampleIsLikeThis）。 

要素及び属性の先頭及び末尾は，文字“a-z”である。 

要素及び属性は，ASCII 英数字（すなわち，“a-z”，“A-Z”，“0-9”）だけを含む。 

HWID 内のデータ値は，XML 要素（XML 属性を含む。），XML 複合型（要素及び／又は属性を含む。），

又は XML 属性（実際のデータ値を含む。）として構成してもよい。単純型の定義は，通常，受入れ可能な

データ値のセットを指定するために使用される。 

例 

<ElementExample1> 

attributeExample1="value1" 

attributeExample2="value2" 

</ElementExample1> 

7.4.2 JSON の考慮事項 

HWID スキーマの内容は，表 5～表 12 に記述されたデータ定義に規定された要素及び属性名に従って特
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定されなければならない。この命名要求事項によって，HWID タグデータの作成者又は利用者に関係なく，

HWID スキーマの内容の一貫した相互運用性が確保される。 

属性及び要素は，キャメルケース（anotherExampleIsLikeThis）である。 

要素及び属性は，文字"a-z"で始まり終わる。 

要素及び属性は，ASCII 英数字（すなわち，“a-z”，“A-Z”，“0-9”）だけを含む。 

例 

"elementExample1":｛ 

      "attributeExample1": "value1", 

      "attributeExample2": "value2" 

} 

JSON 構造の適切なフォーマットの詳細については，RFC 7159 を参照。 

7.5 言語機能 

この規格で記載されている全ての例は，英語であるが，XSD には“BaseElement”要素があり，＜lang＞
属性によって HWID の任意の属性で使用する言語を定義可能にする。 

7.6 要素構造 

HWID の論理構造は単純である。この細分箇条では，HWID ファイルの構造に焦点を当て，構造につい

て簡単に説明する。 

HWID ファイルで最も重要な要素は，“HWID”である。 

“HWID”内に一つ以上の“entity”要素が存在し，'hwidCreator'，'hardwareManufacturer'などの特定の役割を果

たす組織を特定する。 

それぞれの“HWID”には，一つ以上の“HWIDMeta”要素が関連付けられている。“HWIDMeta”は，ハード

ウェアに関する主要なメタデータをカプセル化し，適用される契約に関する情報を含めてもよい（これは，

JIS X 0164-3 に適合した Ent で記述されるのが望ましく，さらに，この HWID タグの hwidId を参照）。 

HWID が他の HWID にリンクされている場合（特にタイプが“System”又は“Supplemental”の HWID の定

義），一つ以上の“link”要素が“HWID”内に存在し，この HWID が関連付けられている追加 HWID を特定す

る。さらに，一つ以上の任意の外部リンクを“HWID”内に含めてもよい。 

7.7 データ定義 

7.7.1 要求レベル 

要素及び属性は，要求レベルで区分されている。要求レベルは，表 4 のとおりである。 

表 4－要求レベル 

要求レベル 定義 
M1 全ての HWID で必須である。HWID が完全とみなされる要求事項。 
M2 要素の内容によって必須(必須でない要素の必須コンポーネントとして使われる。)。 
O1 任意であるが推奨。HWID 作成者にとってデータが入手可能ならば，入力が望ましい。 
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要求レベル 定義 
O2 任意。これには，HWID のユーザにとって有益な情報が含まれているが，ハードウェアの詳細を

伝える必要はない。 

M1 レベル要求事項に従わない要素をもつ HWID は，不適合とみなされる。不適合な HWID は，HWID
ツ－ルによってフラグを立て，これらの記録がこの規格の要求事項に適合していないことをエンドユーザ

に通知することが望ましい。 

7.7.2 HWID 

表 5－HWID 要素の説明 

要素名 HWID 
説明 ハードウェアに関する情報を指定するルート要素を表す 
属性又は要素 型／多重度 要求レベル 定義 
hwidId string/1 M1 hwidId は GUID でなければならない。 

<hwidId>は，この特定のハードウェア・インスタ

ンスのグローバルに一意な参照を提供する。 
二つの HWID が一致し，hwidCreator が同じ場合，

それらが表す基礎となる HWID タグは同じであ

ると期待される。 
<hwidId>構造の詳細は 5.2 を参照。 

hwidType HWIDType/1 M1 この HWID タグの主要な目的を示す。5.4 を参照。 
supplementalHWIDType SupplementalHWIDT

ype/1 
M2 <hwidType>が"Supplemental"の場合は必須であ

る。この追加 HWID の目的を示す。 
例えば，リンクされたプライマリタグを更新又は

アーカイブする。 
推奨タイプについては 5.5 を参照。 

hwidCreationDate dateTimeStamp/1 M1 HWID が最初に生成されたときの日付及び時間 
trustLevel TrustLevel/1 O2 7.8.9 の TrustLevel を参照。 
sequentialTransactionId string/1 O2 これは任意のフリーフォーマット属性で，HWID

作成者が HWID 利用者に送信される HWID 情報

の完全性を保証するためにトランザクションの

連番管理を実装する場合に HWID 作成者が使用

可能である。この仕様では，この属性の使用方法

を扱っていない。追加の属性が望まれる機能の一

部として必要な場合，それらを"Meta"サブ要素に

追加し，かつ，この<sequentialTransactionId>を参

照することを推奨する。 
Entity Entity/1-unlimited hwidCreator

の 場 合 は

M1，その他

の全てのロ

ールの場合

は O1。 

この HWID に関連する組織を指定する要素。 
role='hwidCreator'をもつエンティティが少なくと

も存在するため，minOccurs=1 となる。 

HWIDMeta HWIDMeta/1 M1 HWID に関連する主要なメタデータには，製品情

報及び権利情報が含まれる（7.7.3 参照）。 
Meta Meta/1 O2 この要素についての任意のメタデータとなる要

素の自由集合。ここで提供されるデータは，この

特定の要素に関連していることが望ましい。 
Link Link/unlimited O2 外部ファイル，Web ベースの URL，又はこの

HWID の別の部分を参照する要素。この要素のリ
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ンクは，この要素に関連する追加のデータを提供

する特定のデータを指し示すことが望ましい。 

 

7.7.3 HWIDMeta 

表 6－HWIDMeta 要素の説明 

要素名 HWIDMeta 
説明 “HWIDMeta”は，ハードウェアに関する主要なメタデータをカプセル化する。通常，

“HWIDMeta”には，ハードウェアのライフサイクルの様々なポイントの位置情報を提供

する一つ以上の“Location”要素がある。 
次に説明する属性は業界全体で共通の利用を確かにするために，あらかじめ定義され

た属性である。スキーマでは，任意の追加属性を HWID に含めることが可能である。

ただし，新たな属性の業界標準を定義し，可能な範囲で従うのがよい。 
注記 追加のメタ属性の processContents 宣言は，lax として定義されている。 

属性又は要素 型／多重度 要求レベル 定義 
hwType HWType/1 M1 ハードウェアタイプの広範な分類。値の例： 

“Laptop Computer”, “Server Computer”, “Printer”, 
“Network Router”, “Cable”, “Network Switch”など。 

hwSubType string/1 O2 ハードウェアタイプのより具体的な分類。値の

例：“ Laser printer”; “Desktop Switch”, “Optical 
Cable”など。 

hwName string/1 O2 エンドユーザが指定したハードウェア名。 
isOEM boolean/1 O2 HWID のこのパートが OEM ハードウェアである

ことを示す。他の製造業者とハードウェアのリブ

ランドを許諾する OEM 契約を結んでいる製造業

者が，再ラベルしたハードウェアの場合に当ては

まる。 
isVirtual boolean/1 M2 これが仮想デバイスの HWID の場合は必須であ

る。 
channelType ChannelType/1 O2 この HWID を配付するチャネルの情報を定義す

る。チャネルの例として，直販，VAR 又は OEM
がある。 

summary string/1 O1 ハードウェアの短い（1 文）説明。 
description string/1 O2 ハードウェアについての，より長く詳細な説明。

この説明は，複数の文である（とても短い，1 文

の説明の"summary"とは異なる。）。 
modelName string /1 O1 この製造業者のこのタイプの製品の基本名称 
modelNumber string/1 O1 このモデルに関連する番号（例えば，15，580G2，

2210）。 
productSKU string/1 O1 在庫管理単位（SKU）は，ハードウェア提供者に

よって割り当てられた製品の一意の識別番号で

ある。 
SKU は，数字，文字，又は記号の組合せとして表

してもよい。SKU は，購入するハードウェアの特

定のために割り当てられる，一般的に使用される

固有の番号である。 
productFamily string/1 O2 この HWID に含まれるハードウェアが属する包

括的な製品ファミリー。 
unspscCode string/1 O2 この HWID が特定するソフトウェア製品の

UNSPSC 分類を提供する 8 桁のコード。 
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unspscVersion string/1 O2 UNSPSC コード値の定義で利用される UNSPSC
コードのバージョン。 

serialNumber string/1 O1 この HWID で定義されているハードウェア又は

仮想ハードウェアの製造業者提供のシリアル番

号。 
cpuManufacturer string/1 O2 この HWID で使用される CPU の製造業者。 
cpuCount string/1 O2 この HWID に関連付けられた CPU コアの数。 
cpuType string/1 O2 この HWID に関連付けられた CPU のモデル番号

又は説明。 
keywords string/1 O2 この属性は，HWID 作成者が，特定の keywords の

コンマ区切りリストを HWID に追加する機能を

提供する。keywords は，この規格では規定されな

いが，検索エンジンが特定のサブジェクトに関連

する HWID を見つけやすくするための方法とし

て提供されている。 
assetID string/1 O2 この HWID で定義されたハードウェア又は仮想

ハードウェアに対し，製造業者がシリアル番号に

追加して付与する一意の識別子 
Location Location/unlimited O2 このエントリの位置情報。Locaiton 要素は，エン

ティティの位置情報だけでなく，ハードウェア自

体の設置場所，保管場所，その他占有している物

理的空間などの位置情報も表すことが可能であ

る。 
これは通常，supplementalHWIDType='AddInfo'の
追加 HWID に含まれる。移動が発生した場合，場

所が保管されていた古い追加 HWID を取り消す

必要がある場合がある。全ての属性は任意であ

り，かつ，必要な属性だけを使用することが望ま

しい。 
OrderInfo OrderInfo/unlimited O2 このハードウェアに関する注文情報。このタイプ

の情報は必須ではないが，それを記録したいエン

ドユーザ組織に対してこの機能が提供される。 
これは通常，supplementalHWIDType='AddInfo'の
追加 HWID に含まれる。全ての属性は任意であ

り，かつ，必要な属性だけを使用することが望ま

しい。 
Meta Meta/1 O2 この要素についての任意のメタデータとなる要

素の自由集合。ここで定義されるデータは，この

特定の要素に関連していることが望ましい。 
ホスト名，MAC/IP アドレス，又は FQDN は，メ

タフィールドの例である。 
Link Link/unlimited O2 外部ファイル，Web ベースの URL，又はこの

HWID の別の部分を参照する要素。この要素のリ

ンクは，この要素に関連する追加のデータを提供

する特定のデータを指し示すことが望ましい。 

7.7.4 Entity 

表 7－Entity 要素の説明 

要素名 Entity 
説明 この HWID が参照するハードウェアに関連する組織を指定する。 
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属性又は要素 型／多重度 要求レベル 定義 
name string/1 hwidCreator

の 場 合 は

M1，それ以外

は M2。 

HWID における特定の役割を主張する組織の名称。hwidCreator の
名前は必須（M1）である。 

regid string/1 hwidCreator
は M1，それ

以外は M2 

regid は，組織の固有の命名機関の識別名を提供する。 
regid を知らない場合は，"invalid.unavailable"を使うことが望まし

い（省略値のより詳細については，RFC 6761 を参照）。 
regid の構成については，5.7.2.2 を参照。 

alias string/unlimit
ed 

O2 組織名の別名。 

role Role/unlimite
d 

hwidCreatorro
le の場合は

M1，それ以外

は M2 

この組織とこの HWID との関係（例えば，hwidCreator，licensor
など）。hwidCreator の役割は，全ての HWID に必須である。役割

<role>は，任意の値を含めてもよいが，あらかじめ定義された役

割<role>は，次のものを含む。 
    － distributor 

－ hardwareManufacturer 
－ hwidCreator 

   他の役割<role>は，HWID を使用する実世界の経験から得られる

こととして定義される。 
thumbprint string/1 O1 HWID が署名されている場合，この値は HWID 証明書のハッシ

ュ（又は指紋）を含む 16 進文字列を提供する。これは，デジタ

ル署名を規定されたエンティティに直接関連付けることを許し

ている。<thumbprint>を含む HWID エンティティ要素は，有効性

をもつ関係のための署名に含まれる。 
Location Location/unli

mited 
O1 このエントリの位置情報。Location は，組織の位置情報だけでな

く，ハードウェア自体の位置情報も表し，物理的なスペースを設

置，保存，又はその他の方法で占有することが可能である。 
Meta Meta/1 O2 この要素についての任意のメタデータとなる要素の自由集合。こ

こで提供されるデータは，この特定の要素に関連していることが

望ましい。 
Link Link/unlimite

d 
O2 外部ファイル，Web ベースの URL，又はこの HWID の別の部分

を参照する要素。この要素のリンクは，この要素に関連する追加

のデータを提供する特定のデータを指し示すことが望ましい。 

7.7.5 Link 

表 8－Link 要素の説明 

要素名 Link 
説明 任意の他の項目に対する参照（製品ライフサイクルの詳細，注文記録のような HWID に関連す

る詳細を含めることが可能である。）。 
属性又は要素 型／多重度 要求レベル 定義 
linkedToPrimary
hwidID 

string/1 M2 <hwidType>が"Supplemental"の場合は必須で，このプライマリ

HWID が追加されることを特定している。 
この HWID が関連付けられている HWID の<hwidId>を指定す

る。 
NIC カード，RAM，ペリフェラル，センサーなどはハードウェ

アタイプの例で，PC，ルータ，IOT デバイスのような他のシス

テム HWID に関連付けることが可能である。 
全ての追加 HWID に対して， linkedToPrimaryhwidID 又は

linkedtoSystemhwidID のいずれかが含まれなければならない。二
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つの属性のうち一つだけを使用するのがよい。 
全てのシステム HWID に対して必須の属性である。 

linkedtoSystemh
widID 

string/1 M2 この HWID が関連付けられている HWID の<hwidId>を指定す

る。主にシステム HWID の更新又はアーカイブに使用される。 
全 て の 追 加 タ グ に は ， linkedToPrimaryhwidID 又 は

linkedtoSystemhwidID のいずれかが含まれなければならない。二

つの属性のうち一つだけを使用するのがよい。 
href anyURI M2 参照される外部項目へのリンク。 

href は，幾つかの異なるものを指定でき，次のいずれかである。 
相対 URI（スキーマなし）-状況に応じて解釈される（例えば，

/folder/supplemental.HWID）。 
任意のシステム許容 URI スキーマによる物理的なファイルのロ

ケーション（例えば，file://http://https://ftp://..）。 
“hwid:...”をスキーマとしてもつ URI。これは，hwidId による別

の HWID を参照。この URI は，他の HWID を検索できるソフ

トウェア（例えば， ent:2df9de35-0aff-4a86-ace6-f7dd1aded4c） に
よるシステムによって解決する必要がある。 
Link 要素に対して，href 属性は一つだけ許容される。ただし，

複数の URI を参照するために，複数の Link 要素を含めること

が可能である。 
linkContentId string/1 O2 要素 LinkContent に格納されているリンクのダウンロード済み

コンテンツの ID。これは，上記の href 値からダウンロードされ

たコンテンツにアクセスするための鍵である。例えば，ダウン

ロードされたコンテンツは，ライセンス条件も提供する。これ

は，様々な HWID に大量のコンテンツが繰り返し埋め込まれな

いようにするために,鍵を介して参照される。 
note string/unlimi

ted 
O2 Link についての自由形式の注記 

rel Rel/1 M2 この要素とリンクされた項目との関係。関係は，IANA Link 
Relations 登録ライブラリを参照することで特定可能である。 

credentials string/1 O2 引用されたリンクをアクセスする必要がある場合の信用情報に

関連する自由なテキスト入力。例えば，これは，コンマで区切

った userId 及び password である。 
type String/Media

Type 
O2 href の対象について IANA が定める MediaType。これは，HWID

タグ利用者に何が使えるかという知識を提供する。 
リンクタイプの詳細は， Internet Assigned Numbers Authority 
（IANA）を参照。 

7.7.6 LinkContent 

表 9－LinkContent 要素の説明 

要素名 LinkContent 
説明 リンクによって指示された実際のコンテンツを提供する。例えば,オンラインのライセンス条件で

指示する URI のダウンロードされたコンテンツ 
属性 型／多重度 要求レベル 定義 
linkContentId string/1 M2 少なくとも，この HWID のコンテキストにおいて一意で

あることが望ましい識別子。増分な数値が可能。 
必要に応じて，少なくともエンドユーザ組織のより広い

コンテキストにおいて一意の識別子。潜在的には GUID。

そのような値は，複数の HWID から参照するために，異

なるリンクのコンテンツに対して潜在的に正規化する
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ことを許す。 
linkContent string/1 M2 リンクされたコンテンツのコピー 

7.7.7 Meta 

表 10－Meta 要素の説明 

要素名 Meta 
説明 含まれている要素に関する任意のメタデータとなり得る要素の自由な集合。ここで定義される

データは，この特定の要素に関連していることが望ましい。メタ要素ではいかなるユーザ定義

の属性も許可する。 
属性又は要素 型／多重度 要求レベル 定義 

<any> <any> O2 <any> 

7.7.8 OrderInfo 

表 11－OrderInfo 要素の説明 

要素名 OrderInfo 
説明 このハードウェアに関する注文情報。このタイプの情報は必須ではないが，それを

記録したいエンドユーザ組織に対してこの機能が提供される。これは通常，

supplementalHWIDType='AddInfo'の追加 HWID に含まれる。全ての属性は任意であ

り，かつ，必要な属性だけを使用することが望ましい。 
属性又は要素 型／多重度 要求レベル 定義 
internalOrderNo string/1 O2 エンドユーザ組織の内部注文番号，例えば，調

達番号又は作業注文番号 
internalOrderDate date/1 O2 InternalOrder の日付 
purchaseOrderNo string/1 O2 この再販業者又は直接のライセンス提供者か

どうかにかかわらず，直接供給業者に与えるエ

ンドユーザ組織の発注注文番号 
purchaseOrderDate date/1 O2 発注日 
purchaseOrderLineItemNo integer/1 O2 追跡及び調停の目的で，上記の明細行番号。 
directSupplierPONo string/1 O2 ハードウェアが再販業者を介して間接的に入

手される場合（それはエンドユーザ組織への直

接的な供給者である），ライセンサーへの再販

業者の PO 数は，追跡及び調停のために重要に

なる。 
directSupplierPODate date/1 O2 DirectSupplierPONo.日付 
directSupplierPOLineItemNo integer/1 O2 追跡及び調停の目的で，DirectSupplierPONo の

明細行番号 
directSupplierDescription string/1 O2 サプライヤーPO の明細行の説明 
currency string/1 O2 請求書の通貨 
unitCost decimal/1 O2 アセットごとの単位コスト 
totalCost decimal/1 O2 全てのアセットのトータルコスト 
costCenter string/1 O2 エンドユーザ組織のコスト請求のためのコー

ディング 
purchaseCondition purchaseCondit

ion/1 
O2 この注文の購買時のアセットの状態の表示。 

    － New 
－ Refurbished 
－ Used 

Meta Meta/1 O2 この要素についての任意のメタデータとなる

要素の自由集合。ここで定義されるデータは，
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この特定の要素に関連していることが望まし

い。 
Link Link/unlimited O2 外部ファイル，Web ベースの URL，又はこの

HWID の別の部分を参照する要素。この要素の

リンクは，この要素に関連する追加のデータを

提供する特定のデータを指し示すことが望ま

しい。 

7.7.9 Location 

表 12－Location 要素の説明 

要素名 Location 
説明 このハードウェアに関する位置情報。このタイプの情報は必須ではないが，それを

記録したいエンドユーザ組織に対してこの機能が提供される。これは通常，

supplementalHWIDType='AddInfo'の追加 HWID に含まれる。locationType 以外の全て

属性は任意であり，かつ，必要な属性だけを使用することが望ましい。 
属性又は要素 型／多重度 要求レベル 定義 
locationType string/1 M2 このロケーション要素のタイプは，ハードウェ

アの様々なロケーションを示す。ハードウェア

はライフサイクル上でロケーションを移動で

きるため，デバイスは購入したロケーションを

アドレス 1 に，インストールしたロケーション

をアドレス 2 にもつことが可能である。一般的

なタイプとしては，次のものが挙げられるが，

これらに限定されない。 
    － shipToLocation 

－ installedLocation 
－ taxableLocation 
－ virtual 
－ <any> 

installDate datetime/1 O2 このロケーションにデバイスがインストール

された日時 
removalDate datetime/1 O2 デバイスがこのロケーションから削除された

日時 
address string/1 O2 エンティティの住所。これは，任意の数の識別

子をもつ任意のフォーマットにすることが可

能である。これは，複数ロケーションの組織の

特別なロケーションを特定するために使うこ

とが可能である。 
postalCode string/1 O2 エンティティの郵便番号又は ZIP コード 
city string/1 O2 エンティティに関連する都市名 
state string/1 O2 エンティティに関連付けられた状態又はリー

ジョンの名前 
country string/1 O2 エンティティの国。これは，ISO 3166-1 からの

Alpha-2 コードであることが望ましい。 
siteID string/1 O2 エンティティに関連付けられたサイト ID。この

任意フィールドによって，エンドユーザは，サ

イト識別子を HWID に関連付けることが許さ

れる。 
building string/1 O2 ビル番号又は名前を格納する任意フィールド 
room string/1 O2 倉庫番号又は名前の任意フィールド 
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rack string/1 O2 ラック番号又は名前を格納する任意フィール

ド 
bin string/1 O2 ストレージスロット番号又は名前を保管する

任意フィールド 
slot string/1 O2 ストレージスロット番号又は名前を保存する

任意フィールド 
Meta Meta/1 O2 この要素についての任意のメタデータとなる

要素の自由集合。ここで定義されるデータは，

この特定の要素に関連していることが望まし

い。 
Link Link/unlimited O2 外部ファイル，Web ベースの URL 又はこの

HWID の別の部分を参照する要素。この要素の

リンクは，この要素に関連する追加のデータを

提供する特定のデータを指し示すことが望ま

しい。 

7.8 属性値の定義 

7.8.1 一般 

上記の要素の幾つかは，特定の値をもつ属性を必要とする。属性の有効な値は，表 13～表 21 に概説さ

れている。 

7.8.2 ChannelType 

表 13－ChannelType 文字列の列挙値 

名称 ChannelType（列挙値） 
データ型 String 
定義 この機器を配付するチャネルの情報を定義する。 
定義値 意味 
Direct ハードウェア製造業者からエンドユーザ組織に直接販売する。 
VAR 付加価値再販業者（VAR）によって販売される。 
OEM 相手先ブランド名製造業者（OEM）によって販売される。 
Distributor 代理店販売 
<any> HWID ライセンス提供者が希望する任意の<ChannelType>の説明を使用することができ

る追加の値が許可される。 

7.8.3 HWIDType 

表 14－HWIDType 文字列の列挙値 

名称 HWIDType（列挙値） 
データ型 String 
定義 これは，異なるタイプの HWID の区別を可能にする。 
定義値 意味 
Primary 通常，ハードウェア製造業者によって発行されたものである。ハードウェアアセットの

基本特性を定義する。 
System ハードウェア製造業者又は HAM システムによって特定される。単一のシステムを構成

する異なる一次構成要素間の関係を定義する。 
Supplemental 次のいずれかによって既存の HWID が変更される。 
  － プライマリ HWID 又はシステム HWID が生成された時点では利用できなか

った新しい情報の追加。 
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－ 既存のプライマリ HWID 又はシステム HWID を無効にする。 

7.8.4 hwType 

表 15－hwType 文字列の列挙値 

名称 hwType（列挙値） 
データ型 String 
定義 ハードウェアタイプの大まかな分類。ハードウェア製造業者が異なれば，似たような概

念に対して異なった用語が使われる場合もある（hwType が，hwidType と同じでないこ

との注意）。 
値の例 意味 
computer server データセンターに設置され，かつ/又はエンドユーザ又は他のコンピュータにサービス

を提供することを意図されたコンピュータ 
desktop computer 自宅又はオフィス環境で，1 人以上のユーザが使用することを意図したデスクトップコ

ンピュータ 
notebook computer 自宅又はオフィスで，1 人以上のユーザが使用することを意図したポータブルノート型

パソコン 
thinclient computer ストレージが内蔵されていないデスクトップコンピュータ。これらはネットワークサ

ーバーに接続し，リモートデスクトップでアプリケーションを実行する。 
printer ネットワーク又は直結ケーブルを介して，コンピュータからページを印刷するための

デバイス 
video display 情報又はコンテンツを表示するためのデバイス 
handheld device タブレット又はその他の携帯用機器 
peripheral 別のデバイスに接続された汎用デバイス 
scanner 写真，テキストのページなどの文書を読み取るための入力デバイス。これによって，表

示及び編集可能な文書の電子バージョンが作成される。 
data storage 一つ以上の他システムのデータを記憶するディスク，テープ，光，又は他の技術による

デバイス 
power conditioner クリーンな無停電電源を供給するデバイス 
network switch コンピュータがローカルエリアネットワーク内の他のコンピュータに接続できるよう

にするネットワークデバイス 
network router 二つ以上の異なるネットワークを接続するネットワークデバイス 
interface card 追加機能，機能性，又はインタフェースを追加するドーターカード 
firewall 他のネットワークデバイスへのアクセスを制限又はブロックするためのデバイス 
VPN concentrator VPN 接続の安全な作成及び，VPN ノード間でのメッセージの配信を提供するネットワ

ークデバイスの一種 
camera 視覚画像を記録するためのデバイス 
sensor 物理的特性を検出又は測定し，それに記録し，指示し，又は他の方法で応答するデバイ

ス 
wireless access point 他の Wi-Fi デバイスが有線ネットワークに接続できるようにするネットワークハード

ウェアデバイス 
wireless controller ネットワーク管理者又はネットワークオペレーションセンターが軽量なアクセスポイ

ントを大量に管理するために使用するデバイス 
IOT device インターネットを介した他のデバイス及びシステムと接続し，並びにデータ交換を目

的として配置されたデバイス 
virtual machine 別の物理コンピュータの機能をエミュレートするために，1 台の物理コンピュータでソ

フトウェアを使用して作成されたコンピュータシステム 
rack IT アセットを保持又は実装するための仕組み 
cable 信号を受け渡すための複数のデバイスを接続するために使用する。 
desktop phone 2 人以上の利用者が会話を行うことを可能にするデバイス 
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mobile phone 2 人以上の利用者が会話を行うことを可能にするハンドヘルドのポータブル用デバイ

ス 
<any> ハードウェア製造業者が希望する任意の<hwType>の説明を使用できるように，追加の

値が許可される。一貫性を高めるために，できる限り UNSPSC コードの”Title”フィール

ドに合わせることが望ましい。 

7.8.5 purchaseCondition 

表 16－purchaseCondition 文字列の列挙値 

名称 purchaseCondition（列挙値） 
データ型 String 
定義 この属性は，デバイスが製造業者から新規に取得されたかどうか，又は前の所有者をも

っていたかどうかを示すために，購入時にデバイスが入っていた条件を表す。これは，

プライマリ HWID データ自体ではなく，サプリメンタル OrderInfo に適用される。 
値の例 意味 
New OEM から手つかずの状態で新規に購入されたハードウェアアセット 
Refurbished 以前の所有者によって使用されていたが，新品同様の状態に復元するための保守を受

けているハードウェアアセット 
Used or Recycled 以前の所有者から購入したハードウェアアセット 

7.8.6 LocationType 

表 17－LocationType 文字列の列挙値 

名称 LocationType（列挙値） 
データ型 String 
定義 記述される場所の種類の大まかな分類。HWID 内のエンドユーザは，製造場所，出荷場

所，設置場所，又は，保管場所を含む複数の場所を定義してもよい。 
値の例 意味 
shipToLocation この HWID によって表されるアセットが出荷された場所。この場所は，保管又はイン

ストールされた場所を表してもよい。 
installedLocation この HWID で表されるアセットがインストールされる場所。複数の installedLocations

が，removalDate 属性が定義されているアンインストールされたデバイスとの間で移動

されるハードウェアに対して定義してもよい。 
taxableLocation この HWID によって表されるアセットが税金のために配置されているとみなされる場

所。この場所は，最初に出荷された場所を表さなくてもよい。 
storageLocation この HWID で表されるアセットが格納される場所。removalDate 属性が定義されている

アンインストールされたデバイスを使用して，ロケーション間で移動されるハードウ

ェアに対して，複数の storageLocations を定義してもよい。 
<any> HWID 作成者が場所の目的を適切に定義できるように，他の locationType を定義しても

よい。 

7.8.7 role 

表 18－role 文字列の列挙値 

名称 role（列挙値） 
データ型 String 
定義 エンティティがこの HWID に対してどのように関係するかを定義する。一つのエンテ

ィティは，例えば，ハードウェア製造業者，ライセンサー，及び hwidCreator として，

多くの役割を定義してもよい。 
あらかじめ定義された値を使用することを推奨するが，市場のニーズの変遷に従って，

新しい役割が必要になることが予想される。このタイプには，必要に応じて追加の値を

定義する機能が含まれる。 
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定義値 意味 
hwidCreator HWID 作成者 
trustAssigner この WHID の TrustLevel を確立したエンティティ（7.8.9 の TrustLevel を参照） 
entitledEntity この HWID に記述されたハードウェアを使用できる/所有権をもつエンティティ 
directSupplier この HWID に記載された権利をエンドユーザ組織に販売又は提供するエンティティ 
distributor マーケティング，販売及び/又はソフトウェア，パッケージ又はラベルを変更すること

なく，当初の製造場所から最終ユーザまでソフトウェアの配布を促進するエンティティ 
licensor ソフトウェアライセンス提供者（JIS X 0164-5 を参照） 
hardwareManufacturer ハードウェア開発者 
<any> HWID 作成者が記述した役割を拡張することを許可している追加の値 

7.8.8 SupplementalHWIDType 

表 19－SupplementalHWIDType 文字列の列挙値 

名称 SupplementalHWIDType（列挙値） 
データ型 String 
定義 これは，異なるタイプの追加 HWID の区別を可能にする。 
定義値 意味 
InfoAdded この追加の記録は，既存の HWID に情報を追加する（ただし，数量は追加しない。）。同じ

要素又は属性に対して異なるデータ値が追加された場合（同じ HWID 内にあっても異なる

追加 HWID 内にあっても），そのデータの解釈（優先順位）はこの規格では規定されない。

（誤った値又は変更された値をもつ追加の HWID を取り消すのがよい。）。 
Archived この追加 HWID は，既存の HWID をアーカイブする。 

ア ー カ イ ブ さ れ る HWID の <hwidId> は ， <linkedToPrimaryhwidID> 又 は

<linkedToSystemhwidID>属性で規定される。 
<linkedToPrimaryhwidID>又は<linkedToSystemhwidID>の値が，"Supplemental"の<hwidType>
をもつ HWID を示している場合，その追加 HWID だけがアーカイブされる。 
<linkedToPrimaryhwidID>又は <linkedToSystemhwidID>属性に示されている <hwidId>が

<hwidType>="Supplemental"でない場合，その<hwidId>と，その<hwidId>に関連付けられてい

る全ての追加 HWID はアーカイブされているとみなされる。 
HWID がアーカイブ対象として区分される主な理由は，次のとおりである。 

 － 参照される HWID は，情報が正しくないか欠落しているため，置き換える必要があ

る。InfoAdded で情報を追加する代わりに，HWID 全体がアーカイブされて再発行さ

れる。 
－ 参照される HWID によって記述されたハードウェア又はシステムはインベントリか

ら削除されたため，ハードウェアマネジメントの目的でアクティブに使用されなく

なった。これは，例えば，ハードウェアの再販，破壊，又は，そうでなければ永久的

に使用不可能である場合に適切である。 
  別のエンティティに転送されるハードウェアは，HWID タグの履歴及び連続性を維持

するために，新しい所有者のエンティティ情報を更新する方が効果的な場合があるこ

とに注意する。 
 'Archived'の追加 HWID の効果は，'Revocation'の効果と同じであるが，特定された目的をも

つ。 
<any> まだ規定されていない追加の使用に対してこの規格における拡張性を与えるために，任意

の他の値が使用されてもよい。 

7.8.9 TrustLevel 

表 20－TrustLevel 文字列の列挙値 

名称 trustLevel（列挙値） 
データ型 String 



33 
X 0164-6：0000 (ISO/IEC 19770-6：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

定義 HWID に割り当てられた信用レベル。これは効果がある主観的な値であり，通常，ライセ

ンス提供者によって生成された HWID に付与される最も信用することができるレベルで

ある。 
定義値 意味 
Full 完全な信用。例えば，ハードウェア製造業者によって作成された HWID の場合。 
Partial 部分的な信用。例えば，発行者からの履歴 HWID 記録に基づいてエンドユーザ組織によっ

て作成される。 
Untrusted データは，信頼できない，例えば，ライセンサーからではなく再販業者からの記録に基づ

いて，又は他の非オリジナルの情報源に基づいている。 

7.8.10 Rel 

表 21－Rel 文字列の列挙値 

名称 rel（列挙値） 
データ型 String 
定義 Link の対象がどのようにこの HWID に関連しているかの指定 
定義値 意味 
Primary HWID をリンクして一緒にシステムを作成するためのプライマリ HWID タグへの参

照。システム・オブ・システムズを一緒にリンクするために使用してもよい。 
ancestor この HWID の祖先を定義する HWID タグを指す。アップグレードに使用される。 
parent この HWID が子である HWID タグへの参照。 
child この HWID が親である HWID タグへの参照。 
lifecycle このハードウェア製品のライフサイクル特性（サポート終了，耐用年数など）に関す

る追加情報への参照。 
supplemental この HWID を表す追加情報。インストールの目的など，ハードウェア製品の追加情報

を提供するために使用してもよい。 
contract ハードウェアの契約内容の写しを見つけることができる URI 
bundleLeadProduct バンドルとして販売されている商品群の中のリード商品のための他の HWID へのリ

ンク（現行の HWID は，バンドルのリード製品用ではない。） 
bundledWith この製品と一緒にバンドルされる製品のための他の HWID へのリンク（現行の HWID

は，バンドルのリード製品のものである。） 
any> 追加の関係は，IANA Link Relations 登録ライブラリを参照することで特定可能であ

る。 
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附属書 A 
（参考） 

XML スキーマの定義(XSD) 

次の XSD ドキュメントに，ハードウェアスキーマの定義を示す。 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xs:element name="HWID"> 

<xs:complexType mixed="true"> 

<xs:sequence> 

<xs:element name="Entity" maxOccurs="unbounded" minOccurs="1"> 

<xs:complexType mixed="true"> 

<xs:sequence> 

<xs:element type="xs:string" name="Location" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

<xs:sequence> 

<xs:element type="xs:string" name="Meta" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

<xs:element type="xs:string" name="Link" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

</xs:sequence> 

<xs:element type="xs:string" name="Meta" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

<xs:element type="xs:string" name="Link" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name="HWIDMeta"> 

<xs:complexType mixed="true"> 

<xs:sequence> 

<xs:element type="xs:string" name="Location" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

<xs:sequence> 

<xs:element type="xs:string" name="Meta" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

<xs:element type="xs:string" name="Link" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

</xs:sequence> 

<xs:element type="xs:string" name="OrderInfo" maxOccurs="1" minOccurs="0"/> 

<xs:sequence> 

<xs:element type="xs:string" name="Meta" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

<xs:element type="xs:string" name="Link" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

</xs:sequence> 

<xs:element type="xs:string" name="Meta" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

<xs:element type="xs:string" name="Link" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

</xs:sequence> 
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</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element type="xs:string" name="Meta" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

<xs:element type="xs:string" name="Link" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

<xs:element type="xs:string" name="LinkContent" maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 

</xs:schema> 
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附属書 B 
（参考） 

UML 及び XML 文書 

図 B.1 は，スキーマの UML モデルを示す。 

 

図 B.1－スキーマの UML モデル 
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附属書 C 
（参考） 

サンプル HWID 

C.1 プライマリ HWID の典型的な例 

次の例は，架空の製品 Fabrikam MightyPC 10 の HWID を示している。このプライマリ HWID の例には，

ハードウェア自体から簡単に導き出される情報だけが含まれていることに注意する。 

この HWID は，全ての属性，要素などの例が含まれていないという点で，現実の HWID の典型的なもの

である。 

XML 例： 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<HWID> 

    hwidId="4be654ea-686f-44ff-8063-aed0e75cd8c0" 

    hwidType="Primary" 

    hwidCreationDate="2018-10-29T15:09:09+00:00" 

    <Entity> 

        name="Fabrikam" 

        regid="fabrikam.com" 

        role="hardwareManufacturer hwidCreator" 

    </Entity> 

  

    <HWIDMeta> 

        hwType="Desktop Computer" 

       modelName="MightyPC" 

       modelNumber=”10” 

       serialNumber=”9ace45b” 

    </HWIDMeta> 

</HWID> 

JSON の例： 

{ 

  "hwid": { 

    "hwidId": "4be654ea-686f-44ff-8063-aed0e75cd8c0", 

    "hwidType": "Primary", 

    "hwidCreationDate": "2018-10-29T15:09:09+00:00", 

    "entity": { 

        "name": "Fabrikam", 

        "regid": "fabrikam.com", 

        "role": "hardwareManufacturer hwidCreator" 

    } 
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    "hwidMeta": { 

      "hwType": "Desktop Computer", 

      "modelName": "MightyPC", 

      "modelNumber": ”10”, 

      "serialNumber": ”9ace45b" 

    } 

  } 

} 

C.2 追加 HWID の典型的な例 

次の例は，架空の製品 Fabrikam MightyPC 10 の HWID を示している。これはアクメ（株）に売却され，

12 か月の保守契約に関連する権利記録をもっている。この追加 HWID は，資格のあるエンティティ及びメ

ンテナンスの詳細を基本プライマリ HWID に追加する。 

この HWID は，全ての属性，要素などの例が含まれていないという点で，現実の HWID の典型的なもの

である。 

この例では，GUID フォームの代わりにテキストベースの HWID が使用されていることに注意する。 

XML 例： 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<HWID> 

    hwidId="acme.com _ MightyPC.10_9ace45b" 

    hwidType="Supplemental" 

    supplementalHWIDType="InfoAdded" 

    linkedPrimaryhwidID="4be654ea-686f-44ff-8063-aed0e75cd8c0" 

    hwidCreationDate="2019-2-21T12:09:09+00:00" 

    <Entity> 

        name="Acme Corp." 

        regid="acme.com" 

        role="entitledEntity，hwidCreator" 

    </Entity> 

    <HWIDMeta> 

        linkToEntId="1cf754ea-634f-43de-7053-bcf0e75ab7d1" 

        entLibraryLocation="https://appc.acme.com/Entitlements" 

    </HWIDMeta> 

</HWID> 

JSON の例： 
{ 

  "hwid": { 

    "hwidId": "acme.com _ MightyPC.10_9ace45b", 
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    "hwidType": "Supplemental",     

    "supplementalHWIDType": "InfoAdded", 

    "linkedPrimaryhwidID": "4be654ea-686f-44ff-8063-aed0e75cd8c0", 

    "hwidCreationDate": "2019-2-21T12:09:09+00:00", 

    "entity": [ 

      { 

      "name": "Acme Corp.", 

      "regid": "acme.com", 

      "role": "entitledEntity, hwidCreator" 

      } 

    ], 

    "hwidMeta": { 

      "linkToEntId": ”1cf754ea-634f-43de-7053-bcf0e75ab7d1”, 

      "entLibraryLocation": ”https://appc.acme.com/Entitlements" 

    } 

  } 

} 

C.3 システムの典型的な例 

次の例は，Fabrikam MightyPC 10 及び Fabrikam MightyMonitor で構成される仮想システム・オブ・シス

テムズ HWID を示している。これはアクメ（株）に売却され，12 か月の保守契約に関連する権利記録をも

っている。このシステム HWID は，複数のプライマリ HWID を結合してシステムを定義する。 

この HWID は，全ての属性，要素などの例が含まれていないという点で，現実の HWID の典型的なもの

である。 

XML 例： 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<HWID> 

    hwidId="98a254ea-686f-44ff-8063-aed0e790ac3e" 

    hwidType="System" 

    hwidCreationDate="2019-1-15T07:34:09+00:00" 

    <Entity> 

        name="Acme Corp." 

        regid="acme.com" 

        role="entitledEntity，hwidCreator" 

    </Entity> 

    <Link> 

    linkedPrimaryhwidID="4be654ea-686f-44ff-8063-aed0e75cd8c0" 

    rel="Primary" 

    </Link> 
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    <Link> 

    linkedPrimaryhwidID="4be654ea-686f-44ff-8063-aed098aef27b" 

    rel="Primary" 

    </Link> 

  

</HWID> 

JSON の例： 
{ 

  "hwid": { 

    "hwidId": "98a254ea-686f-44ff-8063-aed0e790ac3e", 

    "hwidType":"System", 

    "hwidCreationDate": "2019-1-15T07:34:09+00:00", 

    "entity": [ 

      { 

      "name": "Acme Corp.", 

      "regid": "acme.com", 

      "role": "entitledEntity, hwidCreator" 

      } 

    ], 

    "link": [ 

      { 

      "linkedPrimaryhwidID": "4be654ea-686f-44ff-8063-aed0e75cd8c0", 

      “rel”: “Primary” 

      } 

      { 

      "linkedPrimaryhwidID": "4be654ea-686f-44ff-8063-aed098aef27b", 

      “rel”: “Primary” 

      } 

    ], 

 

} 

C.4 完全な例 

次の HWID の例は，全ての要素の全ての属性に値を設定し，かつ，それらをまとめて表示するというも

ので通常のものではない。これは，実際に生成されると予想される HWID を示すものではなく，参照とし

てだけ意図されている。 

XML 例： 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<HWID> 
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    hwidId="4be654ea-686f-44ff-8063-aed0e75cd8c0" 

    hwidType="System" 

    supplementalHWIDType="false" 

     <Link> 

         linkedPrimaryhwidID=”4be654ea-686f-44ff-8063-aed0e75cd8c0" 

        rel= “Primary” 

    </Link> 

    <Link> 

        linkedPrimaryhwidID=”4be654ea-686f-44ff-8063-aed098aef27b" 

       rel=”Primary” 

    </Link> 

    hwidCreationDate="2018-10-29T15:09:09+00:00" 

    trustLevel="full" 

    trustBasedOn="HWID provided by hardware manufacturer" 

    hwidCreatorCopyright="Copyright information goes here" 

    sequentialTransactionId=NULL -- Optional field 

    <Entity> 

        name="Fabrikam" 

        regid="fabrikam.com" 

        alias="Fab" 

        role="hardwareManufacturer hwidCreator" 

        trustDefinedByName="Joe Bloggs" 

        trustDefinedByEmail="joe.bloggs@justanexample.com" 

        thumbprint="4a 2e 43 2e 52 2e 20 4c 69 63 6b 6c 69 64 65 72" 

        <Location> 

             locationType=”manufacture” 

             address="3101 41st St." 

             postalCode="10001" 

             city="New York" 

             state=”NY” 

             country="USA”      

      </Location> 

        <Meta> 

            comment="Meta can contain any number of attributes for whatever purpose" 

            pleaseNote="All elements may have Meta and Link elements within them - this example will not 

show  

                        them in every element!" 

        </Meta> 

    </Entity> 

    <Entity> 
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        name="Acme Corp." 

        regid="acme.com" 

        role="entitledEntity" 

    </Entity> 

    <HWIDMeta> 

        hwType="Desktop Computer" 

        channelType="Direct" 

        summary="MightyPC 10.2 from Fabrikam Hardware" 

        description="Marketing blurb relation to this excellent Fabrikam device" 

        modelName="MightyPC" 

        modelNumber=”10” 

        isOEM=”true” 

        isVirtual=”False” 

       linkToEntId=”1cf754ea-634f-43de-7053-bcf0e75ab7d1” 

       entLibraryLocation=”https://appc.acme.com/Entitlements” 

        productSKU="FMPC10" 

        productFamily=”PC Line” 

        serialNumber=”FA24530A” 

        assetId=”1234591720-a” 

        unspscCode=" 43211507" 

        unspscVersion="17.1001" 

        keywords="PC, Computer, Desktop, Workstation" 

       <Location> 

           locationType=shipToLocation 

           address=”123 Receiving Ln” 

           city=”Greensboro” 

           state=”NC” 

           country=”USA” 

           postalCode=”27410” 

           siteID=”NULL” 

           shipDate=”2018-10-29T15:09:09+00:00” 

       </Location> 

       <Location> 

           locationType=installLocation 

           address=”456 Production Rd” 

           city=”Greensboro” 

           state=”NC” 

           country=”USA” 

           postalCode=”27410” 

           siteID=”263801” 
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           installDate=”2019-2-21T10:27:09+00:00” 

           removalDate=”NULL” 

       </Location> 

       <OrderInfo> 

            internalOrderNo="9847281" 

            internalOrderDate="2018-10-01" 

            purchaseOrderNo="9847281" 

            purchaseOrderDate="2015-10-01" 

            purchaseOrderLineItemNo="1" 

            purchaseCondition=”New” 

            directSupplierPONo="NULL" 

            directSupplierPODate="NULL" 

            directSupplierPOLineItemNo="NULL" 

            licensorRef="NULL" 

            licenseorRefDate="NULL" 

            invoiceNo="09-1928472-1" 

            invoiceDate="2015-10-01" 

            invoiceLineItemNo="1" 

            currency="USD" 

            unitCost="2000" 

            totalCost="2000" 

            costCenter="IT Shared Services" 

       </OrderInfo> 

       <Meta> 

            hostname=”PC-Bob” 

            Note="Meta is optional to allow the hwidCreator add notes or anything else they see fit" 

        </Meta> 

        <Link> 

            href="http://www.fabrikam.com/terms" 

            linkConthwidID="1" 

            note="General terms and conditions" 

            rel="supportingDoc" 

            credentials=NULL -- Credentials required for accessing the URL, optional. 

        </Link> 

    </HWIDMeta> 

    <LinkContent> 

        linkConthwidID="1" 

        linkContent="This is the content of the URI, a set of HTML or a file" 

    </LinkContent> 
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</HWID> 

  

JSON の例： 
{ 

  "hwid": { 

    "hwidId": "4be654ea-686f-44ff-8063-aed0e75cd8c0", 

    "hwidType": "System", 

    "supplementalHWIDType": "false", 

    "hwidCreationDate": "2018-10-29T15:09:09+00:00", 

    "trustLevel": "full", 

    "trustBasedOn": "HWID provided by hardware manufacturer", 

    "hwidCreatorCopyright": "Copyright information goes here", 

    "sequentialTransactionId": "NULL -- Optional field", 

    "link": [ 

      { 

        "linkedPrimaryhwidID": "4be654ea-686f-44ff-8063-aed0e75cd8c0", 

        "rel": "Primary" 

      }, 

      { 

        "linkedPrimaryhwidID": "4be654ea-686f-44ff-8063-aed098aef27b", 

        "rel": "Primary" 

      }, 

      { 

        "href": "http://www.fabrikam.com/terms", 

        "linkConthwidID": "1", 

        "note": "General terms and conditions", 

        "rel": "supportingDoc", 

        "credentials": "NULL -- Credentials required for accessing the URL, optional." 

      } 

    ], 

    "entity": [ 

      { 

        "name": "Fabrikam", 

        "regid": "fabrikam.com", 

        "alias": "Fab", 

        "role": "hardwareManufacturer hwidCreator", 

        "trustDefinedByName": "Joe Bloggs", 

        "trustDefinedByEmail": "joe.bloggs@justanexample.com", 

        "thumbprint": "4a 2e 43 2e 52 2e 20 4c 69 63 6b 6c 69 64 65 72",      
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        "Location": { 

          "locationType": "manufacture", 

          "address": "3101 41st St.", 

          "postalCode":"10001", 

          "city": "New York", 

          "state": "NY", 

          "country": "USA" 

        }, 

      "meta": { 

         "comment": "Meta can contain any number of attributes for whatever purpose", 

         "pleaseNote": "All elements may have Meta and Link elements within them - this example will not 

show them in every element!" 

        }, 

      }, 

      { 

        "name": "Acme Corp.", 

        "regid": "acme.com", 

        "role": "entitledEntity" 

      } 

    ], 

    "hwidMeta": { 

      "hwType": "Desktop Computer", 

      "channelType": "Direct", 

      "summary": "MightyPC 10.2 from Fabrikam Hardware", 

      "description": "Marketing blurb relation to this excellent Fabrikam device", 

      "modelName": "MightyPC", 

      "modelNumber": "10", 

      "isOEM": true, 

      "isVirtual": false, 

      "linkToEntId": "1cf754ea-634f-43de-7053-bcf0e75ab7d1", 

      "entLibraryLocation": "https://appc.acme.com/Entitlements", 

      "productSKU": "FMPC10", 

      "productFamily": "PC Line", 

      "serialNumber": "FA24530A", 

      "assetId": "1234591720-a", 

      "unspscCode": "43211507", 

      "unspscVersion": "17.1001", 

      "keywords": "PC, Computer, Desktop, Workstation", 

      "location": [ 

        { 
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          "locationType": "shipToLocation", 

          "address": "123 Receiving Ln", 

          "city": "Greensboro", 

          "state": "NC", 

          "country": "USA", 

          "postalCode": "27410", 

          "siteID": "NULL", 

          "shipDate": "2018-10-29T15:09:09+00:00" 

        } 

        { 

          "locationType": "installLocation", 

          "address": "456 Production Rd", 

          "city": "Greensboro", 

          "state": "NC", 

          "country": "USA", 

          "postalCode": "27410", 

          "siteID": "263801", 

          "installDate": "2019-2-21T10:27:09+00:00", 

          "removalDate": "NULL" 

        } 

      ], 

      "orderInfo": { 

          "internalOrderNo": "9847281", 

          "internalOrderDate": "2018-10-01", 

          "purchaseOrderNo": "9847281", 

          "purchaseOrderDate": "2015-10-01", 

          "purchaseOrderLineItemNo": "1", 

          "purchaseCondition": "New", 

          "directSupplierPONo": "NULL", 

          "directSupplierPODate": "NULL", 

          "directSupplierPOLineItemNo": "NULL", 

          "licensorRef": "NULL", 

          "licenseorRefDate": "NULL", 

          "invoiceNo": "09-1928472-1", 

          "invoiceDate": "2015-10-01", 

          "invoiceLineItemNo": "1", 

          "currency": "USD", 

          "unitCost": 2000, 

          "totalCost": 2000, 

          "costCenter": "IT Shared Services" 
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      }, 

      "meta":  

      { 

        "hostname": "PC-Bob", 

        "Note": "Meta is optional to allow the hwidCreator add notes or anything else they see fit" 

      }, 

    }, 

    "linkContent":  

    { 

      "linkConthwidID": "1", 

      "linkContent": "This is the content of the URI, a set of HTML or a file" 

    } 

  } 

} 

注記 1 対応国際規格では，本文で“この仕様で定義されている要素及び型は，パスカルケースである”

とあるが，“HWIDMeta”及び“hwidMeta”が混在している。XML は大文字/小文字を区別する

ので“HWIDMeta”に統一した。ただし，JSON の例では，キャメルケースで統一して記述され

ているで“hwidMeta”のままとした。実際の定義は，それぞれのスキーマに従った名前を使用

した。 

注記 2 対応国際規格では，附属書 C の例で属性の“HWIDCreationDate”と“hwidCreationDate”とが混

在していたので，"hwidCreationDate”に統一した。 
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